
愛知県商店街の未来を拓くプロジェクトⅡ期事業実施要領 

 

(目的) 

第 1 条 この要領は、あいち地域商業活性化プラン 2030 において、「柱４ 担い手の発掘・育成

及び多様な主体との連携の促進」の具体的な施策として掲げる「地域の多様な主体の関係者が

参加し、まちの未来について話し合う活動拠点となる「地域プラットフォーム」の設置・活用の重

点支援」を行うため、愛知県商店街の未来を拓くプロジェクトⅡ期事業の実施に必要な事項を

定め、その円滑な推進を図ることを目的とする。 

 

(定義) 

第 2 条 この要領における用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 地域プラットフォームとは、商店街を中核としたまちづくり推進のため、市町村、地域住民、

事業者を始めとする地域団体、支援機関等が、街や商店街の目指すべき未来像を話し合う場をい

う。 

(2) 地域団体とは、商店街等の存する地域における町内会、NPO、企業、経済団体、学校等をいう。 

(3) 商店街地域未来構想（以下、「地域未来構想」という。）とは、商店街等がまちづくりの担い手

として地域に求められる役割を果たすため、地域プラットフォーム等を活用して把握した地域ニ

ーズを踏まえた今後の取組の方向性や実行体制等を定めた構想をいう。 

(4) 商店街地域未来プロジェクトⅡ期（以下、「地域未来プロジェクトⅡ期」という。）とは、第 5

条に規定する審査を経て知事が指定した地域未来構想をいう。 

(5) 大型店とは、大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 2 条第 2 項に規定する大規模

小売店舗のうち、愛知県内に所在するものをいう。 

(6) 店長等とは、店長、副店長及びマネージャーをはじめとする大型店の運営責任者並びにそれら

に類する者をいう。 

(7) 未来プロジェクトチームとは、地域未来構想の対象となる地域の商店街等に所在する店舗の商

店主や大型店の店長等の商業者以外のメンバーとして、地域の多様な主体の関係者を１名以上含

み、地域未来構想の策定やその実現に向けた取組を中心となって行うチームをいう。 

 

(地域未来構想の要件) 

第 3 条 地域未来構想は、次の要件を満たすものを審査の対象とする。 

(1) 商店街等が商店主又は大型店の店長及び商業者以外のメンバーとして地域の多様な主体の関

係者を１名以上含む未来プロジェクトチームを結成し、そのチームが中心となって検討し、商店

街等として策定したものであること。 

(2) 地域プラットフォームにおいて地域の関係者等から商店街等に求められる役割を聞き取り、そ

の内容を反映したものであること。 

(3) 地域未来構想に基づく具体的な事業を実施するにあたり、地域プラットフォームを活用して継

続的に地域のニーズを反映していく体制を構築したものであること。 

(4) 商店街等が地域未来構想を策定するときに、市町村が参画するもの、又は市町村から助言その

他の協力を得ているものであること。 

 



(地域未来プロジェクトⅡ期指定の申請) 

第 4 条 地域未来プロジェクトⅡ期の指定を受けようとする商店街等は、市町村長が定める期日ま

でに、商店街地域未来プロジェクトⅡ期指定申請書(様式第1号)を市町村長に提出することとし、

市町村長は知事が定める期日までに、支援方針等を追記した申請書を知事に提出するものとする。

市町村長への地域未来構想の提出主体は、商店街振興組合、商店街事業協同組合、商工組合（商業

組合）、協業組合、商工会議所、商工会、商業主体地域発展会、各種準拠法に基づく法人、まちづ

くり会社、商店街組織又は事業協同組合等の組合を含む連合組織等の商店街関係団体とし、直接

商店街と関係ない団体は該当しない。 

2 次に掲げる団体は指定の対象としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に定

める暴力団（以下、「暴力団」という。）である団体 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に定

める暴力団員（以下、「暴力団員」という。）が役員となっている団体 

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体 

 

(地域未来プロジェクトⅡ期の指定) 

第 5 条 知事は、前条の指定の申請があったときは、げんき商店街推進事業費補助金交付要綱第９

条第１項の規定に基づくげんき商店街推進事業審査会においてその内容を審査し、その結果に基

づいて地域未来構想を地域未来プロジェクトⅡ期に指定し、商店街地域未来プロジェクトⅡ期指

定通知書(様式第 2 号)により市町村長へ通知するものとする。指定しないときは、その旨を市町

村長へ通知するものとする。市町村長は、指定結果を商店街等へ通知するものとする。 

 

(地域未来プロジェクトⅡ期の支援) 

第 6 条 知事は、地域未来プロジェクトⅡ期に指定した地域未来構想について、商店街の将来ビジ

ョンを実現するための取組を重点的に支援するものとする。 

 

(構想内容の変更等の申請) 

第 7 条 第 5 条の規定により指定を受けた地域未来プロジェクトⅡ期を申請した商店街等は、地域

未来構想の内容の変更又は中止をしようとする場合は、あらかじめ商店街地域未来プロジェクト

Ⅱ期変更等承認申請書(様式第 3 号)を市町村長に提出することとし、市町村長は内容に応じて支

援方針等の変更等を反映した申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

2 知事は、前項に規定する承認の決定をしたときは、商店街地域未来プロジェクトⅡ期変更等承認

通知書(様式第 4 号)により市町村長に通知するものとする。市町村長は、その旨を商店街等へ通

知するものとする。 

 

 

(実績報告) 

第 8 条 第 5 条の規定により指定を受けた地域未来プロジェクトⅡ期を申請した商店街等は、商店



街地域未来プロジェクトⅡ期実績報告書(様式第 5 号)により市町村長に対して毎年度の実績報告を

行うこととし、市町村長は知事が定める期日までに、支援実績を追記した実績報告書を知事に提出

するものとする。 

 

(指定の取消し) 

第 9 条 知事は、商店街等が地域未来プロジェクトⅡ期を実施できないと認めた場合には、指定を

取り消すことができる。 

 

(その他) 

第 10 条 愛知県商店街の未来を拓くプロジェクトⅡ期事業の実施に関して、この要領に定めのない

事項については知事が別に定める。 

 

付 則 

この要領は、令和４年４月１日から適用する。 

付 則 

この要領は、令和６年４月１日から適用する。 

付 則 

この要領は、令和８年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号

 　長　殿

愛 知 県 知 事

記

１　商店街及び市町村名
　
　

２　商店街のキャッチコピー
  　 　

担　当 経済産業局中小企業部
商業流通課街づくりグループ

連絡先

　　年　月　日付けで指定申請のあった商店街地域未来構想については、愛
知県商店街の未来を拓くプロジェクトⅡ期事業実施要領第５条に基づき、下
記のとおり商店街地域未来プロジェクトⅡ期に指定します。

愛知県商店街の未来を拓くプロジェクトⅡ期事業
商店街地域未来プロジェクトⅡ期指定通知書

文 書 番 号
年 月 日



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号

 　長　殿

愛 知 県 知 事

記

１　商店街及び市町村名
  　 　　

　

２　商店街のキャッチコピー
  　 　

３　変更（中止）の内容
  　 

担　当 経済産業局中小企業部
商業流通課街づくりグループ

連絡先

文 書 番 号
年 月 日

　　年　月　日付けで変更（又は中止）申請のあった商店街地域未来構想
については、愛知県商店街の未来を拓くプロジェクトⅡ期事業実施要領第
７条に基づき、下記のとおり承認します。

愛知県商店街の未来を拓くプロジェクトⅡ期事業
商店街地域未来プロジェクトⅡ期変更等承認通知書



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


